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指
定
管
理
者
が
行
う
業
務

① 

斎
場
の
施
設
等
の
使
用
許
可
に
関
す
る

業
務

②
火
葬
に
関
す
る
業
務

③ 

斎
場
の
使
用
に
係
る
料
金
の
収
受
に
関

す
る
業
務　

④ 

斎
場
の
施
設
等
の
維
持
管
理
に
関
す
る

業
務
（
売
店
業
務
は
除
く
）

⑤ 
斎
場
の
管
理
運
営
上
、
管
理
者
が
特
に

必
要
と
認
め
る
業
務

指 

定
期
間　

平
成
22
年
４
月
１
日
〜
平
成

25
年
３
月
31
日
（
３
年
間
）

申 

請
の
受
付
期
間　

９
月
３
日
㈭
〜
18
日

㈮
（
土
・
日
曜
日
を
除
く
）

※
受
付
時
間
は
、
午
前
９
時
か
ら
午
後
４

時
30
分
ま
で
で
す
。

募 

集
要
項
等
の
配
布
期
間　
８
月
３
日
㈪
〜

20
日
㈭

※
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://w

w
w
.kodam

a 
kouiki.jp/

）
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

ま
す
。（
申
請
書
等
は
除
く
）

募
集
要
項
等
の
配
布
場
所
及
び
申
請
書
の

提
出
先

　

 

児
玉
郡
市
広
域
市
町
村
圏
組
合
業
務
管

理
課

※
申
請
は
持
参
に
限
り
ま
す
。
申
請
書
等

の
確
認
を
行
い
ま
す
の
で
、
事
前
に
電
話

連
絡
の
う
え
、
お
越
し
く
だ
さ
い
。

現
地
説
明
会　

８
月
21
日
㈮

＊
お
問
い
合
わ
せ
は
左
記
へ

★ 

児
玉
郡
市
広
域
市
町
村
圏
組
合
業
務
管

理
課
☎
72
２
２
４
１

　市では、地域経済の活性化、市の財源の確保等を目的に有料広告事業を実施しています。このたび、市が
使用する公用封筒への有料広告を次のとおり募集します。
広告媒体　長形３号の公用封筒（主に市役所の各課から市民、関係機関等への文書送付用）
募集期間　８月31日㈪まで（必着）
広告の規格等
①掲載位置　封筒裏面　②募集枠数　５枠　③枠の大きさ（１枠あたり）おおむね縦30㎜×横85㎜
④刷色　単色（黒）　⑤広告料（１枠あたり）　３０，０００円　⑥印刷枚数　３０，０００枚
⑦掲載期間　印刷後、市が使用を終えるまでの期間で10月ごろから４か月程度

　申込　次の書類を郵送又は直接企画課（市役所３階）へ提出
　①有料広告掲載申込書（企画課で配布又は市のホームページからダウンロード
　　したもの）
　②広告の原稿
　③納税証明書（申込者が市外の場合）
　郵送先　〒３６７―８５０１　本庄市本庄３―５―３　本庄市役所企画課
　注意事項
　・内容によっては掲載できない場合があります。
　・応募多数の場合は抽選となります。
　※詳しくは募集要項をご覧ください。（企画課又は市のホームページから閲覧
　できます。）
　★企画課☎㉕１１５７

こ
こ
に
広
告
を
掲
載
し
ま
す

封筒裏面

市の公用封筒に　　　 を掲載してみませんか広告

指
定
管
理
者
を
募
集
し
ま
す

児
玉
郡
市
広
域
市
町
村
圏
組
合
立
斎
場
の

指
定
管
理
者
を
募
集
し
ま
す

所 在地　児玉郡美里町大字木部５３７
番地４
設置時期　昭和57年12月
建物概要　
　・構　　造　鉄筋コンクリート造
　・敷地面積　１８，３９８㎡
　・延床面積　１，５１１㎡
　・施 設内容　火葬炉５基、告別ホー

ル２室、炉前ホール、霊安室、
収骨室２室、待合室５室、事務
室、ロビー、湯沸室、売店、式
場（１００人収容）、祭壇

◆施設の概要◆
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特
定
健
康
診
査
・

健
康
診
査
を
受
け
ま
し
た
か
？

特
定
健
康
診
査
・

健
康
診
査
を
受
け
ま
し
た
か
？

7

　

特
定
健
診
及
び
健
診
の
対
象
者
に
は
、

５
月
下
旬
に
受
診
券
（
中
身
が
分
か
ら
な

い
よ
う
に
は
り
合
わ
せ
た
は
が
き
）
を
発

送
し
ま
し
た
。
ま
だ
予
約
が
済
ん
で
い
な

い
人
は
、
早
め
に
保
険
課
へ
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

特 

定
健
診
対
象
者　

昭
和
45
年
３
月
31
日

以
前
に
生
ま
れ
た
本
庄
市
国
民
健
康
保

険
の
被
保
険
者（
40
歳
以
上
に
な
る
人
）

健 

診
対
象
者　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

被
保
険
者

　

特
定
健
診
を
受
診
す
る
人
は
、
予
防
検

診
（
人
間
ド
ッ
ク
）
助
成
金
交
付
を
利
用

で
き
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
次
の
①
、
②
に
当
て
は
ま
る
人

は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

① 

職
場
で
特
定
健
診
を
受
け
る
、
又
は
受

け
る
予
定
の
人

※
健
診
結
果
の
提
出
に
も
ご
協
力
く
だ
さ

い
。

② 

そ
の
他
の
事
情
で
特
定
健
診
を
受
け
な

い
人

　

受
診
日
の
２
〜
３
週
間
前
ま
で
に
特
定

健
診
・
健
診
の
申
し
込
み
を
し
た
65
歳
以

上
の
人
に
は
、
生
活
機
能
検
査
を
同
時
に

受
診
す
る
人
を
選
定
す
る
「
生
活
機
能
基

本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
」
を
送
り
ま
す
。

　

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
介
護

い
き
が
い
課
（
☎
㉕
１
１
２
７
）
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

特
定
健
診
の
対
象
の
み
な
さ
ん
へ

65
歳
以
上
の
み
な
さ
ん
へ





◆特定健診及び健診の日程◆
これから予約できる日程です。
会 場 日 程

中央公民館
11月16日㈪～ 19日㈭
※11月の日程を追加
しました。

セルディ 10月１日㈭、２日㈮、
20日㈫、21日㈬

時間　午後１時～２時
料金　５００円

み
な
さ
ん
の
健
康
を
守
る
た
め
、
本
庄
市
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
は
特
定

健
康
診
査
（
特
定
健
診
）
を
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険
者
に
は
健
康
診

査
（
健
診
）
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
自
分
や
大
切
に
し
た
い
も
の
の
た
め
に
、
必

ず
受
診
し
ま
し
ょ
う
。

★
保
険
課
☎
㉕
１
１
６
８

市
役
所
の
人
事
異
動

　

６
月
30
日
付　

中
沢　

廣
志

（
企
画
財
政
部
人
権
推
進
課
副
参
事
兼
児
玉
隣
保
館
長
）﹇
退
職
﹈

　定額給付金・子育て応援特別手当を受給する
には、申請が必要です。現在、申請を受け付け
ていますので、まだ申請が済んでいない人は、
早めの申請をお願いします。
申請期限　10月13日㈫まで（当日消印有効）
※申請期限を過ぎると、受給できなくなります。

　定額給付金等の申請書は、４月に各家庭へ発送しました。申請書が届いていない人や、紛失し
てしまった人はご連絡ください。

申請書がない！という人は…

① 市では、定額給付金等の給付に関してＡＴＭ（銀行・コンビニ
などの現金自動預払機）の操作をお願いすることは、絶対にあ
りません。
② 定額給付金等の給付のために、手数料などの振込を求めること
は絶対にありません。

◎お問い合わせ先　［定額給付金について］★企画課定額給付金室☎㉕７８５５
　　　　　　　　　［子育て応援特別手当について］★子育て支援課☎㉕１１３０

定額給付金等を装う“振り込め詐欺”にご注意ください！！！ ！！！

定額給付金・子育て応援特別手当
申請は
お早めに!

申請書に記入し 郵送してください


